
マイナンバーカードで
スマートに手続き！

　カードがあれば区役所へ行かずに
　コンビニで住民票等が簡単に入手可能！

　引っ越しで慌ただしい時も自宅で
　24時間スマートフォンから転出届！ 問合せ：総務課（総合企画） ■☎ 6930-9683  ■FAX  050-3535-8684 市政・区政に対する

ご意見・ご要望
政策企画室 市民の声       検 索 ➡

相談
気軽に相談してください

●すべて   　　　　 です。
●基本的な感染対策へのご協力をお願いします。 
●発熱や咳などの症状のある方は、相談をお控えください。

市民対象

城東区役所での専門相談 申込要
無　料

と　き：12月16日(火)13：30～17：00（相談時間：30分以内)
ところ：区役所3階 法律相談室
内　容：就労に関する助言や情報の提供
定　員・申込み：13：30～16：00（受付は15：30まで）

　　　5名（当日先着順）
16：00～17：00（受付は11：00まで）
電話またはファックスにて問合せ先へ
　　　2名（先着順）

問合せ：地域就労支援センター
0120-939-783   ■FAX 6567-6891

就労相談 無　料

申込要

申込不要

弁護士
による相談

と　き ： 12月10日(水)、17日(水)、24日(水)
 13：00～17：00(相談時間：30分以内)

内　容 ： 土地・建物、金銭貸借、相続・遺言、離婚・
親権などの相談

定　員 ： 各24名、17日のみ16名(先着順)
申込み ： AI電話で24時間受付

相談日1週間前（閉庁日の場合はその前開
庁日）の12：00から相談日当日10：00まで

予約専用電話 ■☎ 050-1808-6070(AI電話)

と　き ： 9：00～17：30(土日祝・年末年始除く)
ところ ： 市役所4階 市民局人権企画課(北区中之島1-3-20)
問合せ ： 市民局人権企画課 

■☎ 6208-7489  ■FAX  6202-7073

犯罪被害者等支援の
ための総合相談

申込不要
無　料

と　き：9：00～17：30（土日祝・年末年始除く）
ところ：区役所3階■35 番窓口
※本市職員による対応となりますので、ご相談の内容によって
は専門窓口をご紹介させていただくことがあります。
問合せ：市民協働課（市民活動支援）

■☎ 6930-9093  ■FAX  050-3535-8685

人権相談 無　料申込不要

市民法律相談 無　料申込要

問合せ：大阪市総合コールセンター 
■☎ 4301-7285  ■FAX 6373-3302

弁護士
による
ナイター
法律相談

外国人
住民
法律相談

と　き ：  月2回 第1水曜日 13：00～16：00
第3水曜日 ・奇数月13：00～16：00
 ・偶数月17：00～20：00

　　　　　  （祝日の場合は翌日）
ところ ： 大阪国際交流センター内インフォメーシ

ョンセンター（天王寺区上本町8-2-6）
定　員 ： 各4組（先着順）
申込み方法など、詳しくは
市ホームページをご覧ください

と　き ： 12月23日(火) 13：00～16：00(受付は15：00まで)
ところ ： 区役所3階 法律相談室
内　容 ： 国の行政活動全般に関する苦情や相談(当日先着順)
 問合せ：総務課(総合企画)■☎ 6930-9683 ■FAX 050-3535-8684

行政相談 申込不要 無　料

予約専用電話 ■☎ 06-6930-9097
※受付時間は下記をご覧ください。
　申込み時に電話が混み合いつながりにくい場合があります。

司法書士
による相談

と　き ： 12月3日(水)、1月7日(水)
13：00～17：00(相談時間：40分以内)

内　容 ： 不動産登記、相続、成年後見などの相談
定　員 ： 各18名(先着順)
申込み ： 相談日前日（閉庁日の場合はその前開

庁日）12：30より電話受付

社会保険
労務士
による相談

と　き ： 12月4日(木)、2月5日(木)
13：00～16：00(相談時間：45分以内)

内　容 ： 年金や労働問題、職場でのトラブルなどの相談
定　員 ： 各4名(先着順)
申込み ： 相談日当日9：00より電話受付

宅地建物
取引士
による相談

と　き ： 12月12日(金)、1月9日(金)
13：00～16：00(相談時間：30分以内)

内　容 ： 住宅購入の契約や手付金、賃貸マンションの申
込みや契約など、不動産に関する一般的な相談

定　員 ： 各6名(先着順)
申込み ： 相談日当日9：00より電話受付

ところ：区役所3階 法律相談室　
問合せ：総務課(総合企画) 

■☎ 6930-9683 ■FAX 050-3535-8684

と　き：12月9日(火)、2月10日(火)
13：00～16：00(相談時間：40分以内)

内　容：遺言や相続などの書類作成や手続きの相談
定　員：各8名(先着順)
申込み：相談日当日9:00より電話受付
※相談月1日から相談日4日前まで大阪市行政オン
ラインシステムでも予約できます｡(各4名 先着順)

行政書士
による相談
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毎月21日は､城東区
「災害に備える日」です

問合せ：市民協働課(防災・防犯) 
 ■☎ 6930-9045   ■ FAX   050-3535-8685

　災害が発生すると、ライフラインがストップし、冬
場は暖房器具が使用できなくなる可能性がありま
す。東日本大震災の際は、ライフラインの復旧までに
電気は6日、上水道は24日、ガスは34日かかりまし
た。いざという時のためにカセットボンベやカセット
コンロを備蓄しておくと、暖かい食事を作ることが
できたり、ストーブに使用できるなど安心です。備蓄
することをお勧めします。

固定資産税・都市計画税  第3期 の納期限は12月25日（木）です
固定資産税・都市計画税（土地・家屋）については、
京橋市税事務所(固定資産税)
 ■☎ 4801-2957（土地）、4801-2958（家屋） ■ FAX   4801-2873

固定資産税（償却資産）については、
船場法人市税事務所(固定資産税）
 ■☎ 4705-2941（償却資産） ■ FAX   4705-2905

問
合
せ

固定資産税（償却資産）に関する
申告書の送付
　土地と家屋以外の事業用の有形固定資産をお持ち
の方に償却資産申告書または償却資産の申告をお知
らせするハガキを送付します。12月中に届かない場合
は、お問い合わせください。
問合せ ： 船場法人市税事務所 固定資産税（償却資産）

 ■☎ 4705-2941  ■ FAX   4705-2905

と　き ： 1月21日(水)18：30～20：30
ところ ： J:COM中央区民センター(中央区久太郎町1-2-27) 
定　員 ： 32組(先着順)
申込み ： 12月10日（水）12：00～1月20日（火）17：00

大阪市行政オンラインシステムにて受付
　　　　※定員に満たない場合、当日18：00

時点の来場者で抽選。抽選後に空き
枠がある場合は、先着順に受け付け
ます（各枠の相談開始10分前まで）

令和8年度以降に実施される主な
税制改正（市民税・府民税）
令和8年度から
・給与所得控除の見直しについて
給与所得者に適用される給与所得控除について、給与
収入金額190万円以下の方に対する最低保障額が最
大10万円引き上げられ、65万円になります。
なお、給与収入金額が190万円を超える場合の給与所
得控除額に改正はありません。
・扶養親族等の所得要件の見直しについて
一部の控除等の適用を受ける場合の所得要件が10万
円引き上げられます。
・大学生年代の子等に関する特別控除（特定親族特別
控除）の創設について
生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等で前年の
合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場
合に、所得控除の適用を受けることができる特定親族
特別控除が創設されます。
詳しくは市ホームページをご確認ください。
問合せ ： 京橋市税事務所（個人市民税）

 ■☎ 4801-2953  ■ FAX   4801-2871

お知らせ

申込不要
無　料

自転車ひったくり防止カバー  　　　
取付けキャンペーン
と　き ： 12月10日（水）10：３0～　　　　　　　　

（配布数がなくなり次第終了、雨天中止）　　
ところ ： 鯰江公園グラウンド（今福西6-5）※入口は北西側
内　容 ： 牛乳石鹼共進社(株)より寄贈いただきました

「自転車ひったくり防止カ
バー」を無料で取り付けま
す。当日は必ず自転車でお
越しください

配布数 ： 300名（先着順）
問合せ ： 市民協働課（防災・防犯）

 ■☎ 6930‐9787  ■ FAX   050-3535-8685


